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市有財産随時売払い募集要領 
 

 

 

 

(1) この募集は、市があらかじめ定めた予定価格で最初に申し込みされた方に購入していた

だきます。 

 

(2) 買受人は受付の先着順で決定しますので、買受人が決定した日で受付を終了します。 

 

(3) 申し込みされる方は、事前にこの募集要領をよくお読みになり、また、必ず現地を確認

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井市上下水道局経営部経営管理課 

福井市大手 3丁目 13番１号 

TEL（０７７６）２０―５６１５ 

FAX（０７７６）２７－２７５３ 
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１ 随時募集物件 

所  在 福井市冬野町２６字岡山１２１番 

地  目 宅 地 

地  積 ２２９．２５㎡ 

予定価格 ２，８６１，０００円 

◎詳細は、物件調書をご覧ください。 

 

２ 申込者の資格 

 個人及び法人とします。２名以上の共有名義での購入も可能です。 

ただし、次に掲げる者は申込みをすることができません。 

 (1) 土地売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

(2) 福井市暴力団排除条例（平成２３年福井市条例第２２号）第２条第１号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）、同条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）及び暴力団又

は暴力団員と密接な関係を有する者 

(3) 次のいずれかに該当する者でそれぞれに規定する事実があった日から３年を経過しない者及び

その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

ア 本市の競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

イ 本市の競争入札における落札者に対して本市との契約の締結を妨げた者又は本市との契約を

した者に対して当該契約の履行を妨げた者 

ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実

施に当たり、本市の職員の職務の執行を妨げた者 

エ 正当な理由がなく、本市との契約を履行しなかった者 

オ アからエまでのいずれかに該当する者を本市との契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人

その他の使用人として使用した者 

 

３ 申込受付 

(1) 申込方法 

随時売払いによる買受を希望する方は、下記の書類を提出してください。 

ア 市有財産買受申込書 

イ 個人にあっては住民票、法人にあっては登記事項証明書（３か月以内のもの） 

ウ 印鑑証明書（３か月以内のもの） 

(2) 受付場所 

福井市大手３丁目１３番１号 

福井市上下水道局経営部経営管理課（上下水道局庁舎３階） 

電話 ０７７６－２０－５６１５ 
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(3) 受付の方法 

上記受付場所へ持参してください。土曜日、日曜日及び祝祭日は除きます。 

受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分です。 

(4) 留意事項 

①共有名義で買受を希望する方は、「市有財産買受申込書」に共有名義者全員の氏名の記入、押

印をしてください。 

②買受申込書の名義で、契約および所有権移転登記を行います。 

③押印は実印を使用してください。 

④売却物件は現状での引渡しですので、必ず事前に、ご自身で現地をご確認ください。 

⑤提出していただいた書類は一切返却しません。 

 

４ 売払いの決定 

先着順により申請書を受付します。ただし、同時に複数の申込みがあった場合はくじ引きにより受付

順位を決定します。 

提出された申請書の内容を審査した後、売払いが決定します。 

 

５ 売買契約の締結、売買代金の納付方法 

売払いが決定した方には、決定通知書を送付いたしますので、通知を受けた日から５日以内（土曜日、

日曜日及び祝祭日を除く。）に売買契約を締結してください。 

支払いの方法は次の（１）又は（２）の方法となります。支払い方法については、事前にご確認いた

します。 

なお、期限内に契約を締結しない場合は、売払いの決定は無効となりますので、ご注意ください。 

(1) 売買契約締結と同時に売買代金を納付する方法 

①決定通知書とともに、契約書２通及び納入通知書を送付します。 

②通知を受けた日から、５日以内（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）に納入通知書に 

より本市が指定する金融機関で売買代金全額を納付してください。 

③売買代金を納付したら、以下のものを持って経営管理課へお越しください。売買契約の 

締結後、本市にて所有権移転登記の手続きを行います。 

ア 売買代金を納入した領収書 

イ 署名、押印した契約書２通（１通のみ収入印紙貼付） 

ウ 登録免許税（収入印紙） 

(2) 売買契約時に契約保証金（売買代金の１００分の１０以上）を納付、売買契約締結から３０日以

内に売買代金を納付する方法 

①決定通知書とともに、契約書２通及び納入通知書（契約保証金分）を送付します。 

②通知を受けた日から、５日以内（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）に納入通知書に 

より本市が指定する金融機関で契約保証金を納付してください。 

③契約保証金を納付したら、以下のものを持って経営管理課へお越しください。 
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契約を締結いたします。 

ア 契約保証金を納入した領収書 

イ 署名、押印した契約書２通（１通のみ収入印紙貼付） 

④契約締結日から３０日以内（３０日にあたる日が土曜日、日曜日及び祭日等、金融機関の 

休業日の場合は、翌営業日。）に納入通知書により残りの売買代金を納付してください。 

（納入通知書は、契約締結時にお渡しいたします。） 

⑤売買代金を納付したら、以下のものを持って経営管理課へお越しください。 

本市にて所有権移転登記の手続きを行います。 

ア 売買代金を納付した領収書 

イ 登録免許税（収入印紙） 

なお、３０日以内に売買代金を支払わない場合には、契約保証金は本市に帰属することになりま

すので、ご注意ください。 

 

６ 所有権の移転等  

(1) 売買代金を完納した時に所有権が移転し、同時に売却物件を現状有姿で引き渡したものとします。 

(2) 所有権の移転登記は、本市が行います。  

(3) 売買契約書に貼る収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税は、申込者の負担となります。 

 

７ 売却物件における使用上の制限事項  

(1) 売却物件の引渡しを受けた日から５年間は、当該売却物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定により、営業時間、営業区域等を制限される

業務の用途に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し若しくは

貸してはいけません。  

(2) 当該物件を福井市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用途に供し、又 

はその用に供されることを知りながら所有権を第三者に移転し若しくは貸してはいけません。  

 

８ 契約不適合責任 

買受人は、売買契約の締結後に、引き渡された売買物件に関して契約の内容に適合しないこと（地下

埋設物や土壌汚染等の隠れたものも含む）を理由として、目的物の修補請求、代替物の引渡請求、履行

の追完の請求、代金減免の請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできないものとします。た

だし、落札者が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者である場合は、

売却物件の引渡しの日から２年間に限り可能です。 

 

９ その他  

前各項に定めるもののほか、売払いに関し必要な事項は、福井市上下水道局会計規程（令和２年福井

市公営企業規程第２９号。以下「会計規程」という。）及び会計規程第９２条において準用する福井市財

務会計規則（昭和３９年福井市規則第１１号）の定めるところによるものとします。 


